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本書の活用にあたって

●�滋賀の環境2016（平成28年版環境白書）は、滋賀
県環境基本条例第９条に基づく年次報告書として、同
条例第12条に基づき策定した「第四次滋賀県環境総
合計画」の進捗状況も含め、滋賀の環境の現況ならび
に本県が環境の保全に関して講じた施策および講じよ
うとする施策について公表するものです。

●参考
　過去の環境白書は

WEB    http://www.pref.shiga.lg.jp/biwako/koai/hakusyo�/
をご覧ください。

　また、滋賀県庁県民情報室、各環境事務所などの行
政情報コーナーや、県内各市町の図書館などで閲覧す
ることができます。

　－　表紙　－
　　　デザイン：成安造形大学　　長谷川　瑠夏さん

平成28年度 「びわ湖の日」 啓発ポスター

　平成28年度「びわ湖の日」啓発ポスターは、成安造
形大学地域連携推進センターの協力により作成されま
した。
　本書の表紙は、このポスターを基にしたデザインを
使用しています。

平成28年度　「びわ湖の日」啓発ポスター
デザイン：成安造形大学　　長谷川　瑠夏さん



滋賀県は、真ん中には母

なる湖「琵琶湖」があり、そ

の周囲には県土の約半分を

占める山々や、そこから広

がる平野と河川が一体と

なって、多様で豊かな自然

環境を有しています。また、

琵琶湖は近畿圏約1450万人の生活と産業を支える

とともに、治水機能や観光資源、地域文化の礎など

様々な役割を担っています。

こうしたことを踏まえ、平成27年に成立した「琵

琶湖の保全及び再生に関する法律」では、琵琶湖が

「国民的資産」と位置づけられました。現在、この法

律に基づく琵琶湖保全再生計画の策定に総力をあげ

て取り組んでおり、琵琶湖を「守るために活かす」政

策を本格的に進めてまいりたいと思います。

そして、この世界に誇れる琵琶湖の価値をさらに

磨き、内外に発信することで、「琵琶湖新時代」をみ

なさんと共につくっていきたいと考えています。

これまで、本県では、琵琶湖はもとより県土の環

境保全に県民のみなさんとともに取りくんできまし

たが、依然として水草の大量繁茂による悪臭や生態

系への影響、侵略的外来植物の大量繁茂や野生鳥獣

による農林水産業への被害、廃棄物の不法投棄など

の様々な問題が発生しています。

こうした環境課題に対応するため、平成26年10

月に「第四次滋賀県環境総合計画」を策定し、様々な

取組を進めています。この計画では、目指すべき将

来像を「めぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む

社会」とし、この実現に向けて、3つの基本目標を

設けました。

1つ目は、「環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造」

です。主体的に実践行動できる人育ち・人育てによ

り、環境保全の視点を社会・経済活動に織り込んだ

地域社会づくりを推進します。

2つ目は「琵琶湖環境の再生と継承」です。環境と

調和した暮らしを営む中で、琵琶湖の健全性を確保

し、琵琶湖と人が共生する社会を次世代に継承する

とともに、生きもののにぎわいとつながりのある豊

かな社会づくりを進めます。

3つ目は「低炭素化など環境への負荷が少ない安

全で快適な社会の実現」です。低炭素社会・省エネ

ルギー型社会への転換や環境リスクの低減による安

全・安心な社会づくりと廃棄物の排出抑制、再使用、

再生利用の定着等を進めます。

県がこれら基本目標に向かって全力で取り組み、

滋賀県の環境を健全な姿で次の世代に引き継いでい

くためには、県民、事業者、NPO など、様々な主

体のみなさんに協力いただき、共に行動することが

何よりも大切です。

本書が、みなさんの環境保全や琵琶湖への関心と

理解を深める一助となり、今後の活動に大いに活用

されることを願っています。

平成29年（2017年）1月

滋賀県知事

は じ め に
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滋賀県の環境政策の方向性
〜滋賀県環境総合計画に基づく施策の展開〜

本県が有する琵琶湖をはじめとした豊かな環境を保全・再生し、次の世代に引き継いでいくため
には、相互に関連し合う様々な環境課題に対して、総合的かつ計画的に環境保全施策を展開してい
く必要があります。
そのため本県では、滋賀県環境総合計画を定め、滋賀県環境の目指すべき将来像や基本目標など
を示し、第 1章以降に掲載する各分野の計画や具体的な施策を展開しています。

目指すべき将来の姿

「めぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会」の実現�
〜子や孫の世代まで幸せや豊かさを実感できる安全・安心な環境の創造〜

平成26年（2014年）に策定した第四次滋賀県環境総合
計画（計画期間 : 平成26年度〜平成30年度）では、以下の
考え方から、目指すべき将来像を「『めぐみ豊かな環境とい
のちへの共感を育む社会』の実現」としています。

琵琶湖がたたえる豊かな水が琵琶湖・淀川流域の社会・
経済活動を支える「いのち」の水となっているように、
環境はすべての「いのち」をつなぐ場です。そして、今
を生きる私たちだけが良好な環境を育み、その環境を
未来へつなぐことができる唯一の存在です。
そのため、様々な「いのち」への共感を通じて豊かな環
境を育み、将来世代へ健全で質の高い環境を引き継ぐ
ことが、私たちの責務であると考えます。

基本目標と施策の展開
目指すべき将来像を実現するため、本計画では3つの基本目標を設けるとともに、それらの具体的な施策展開として、

7つの「施策の方向性」を示しています。
これら基本目標や「施策の方向性」のもとで、琵琶湖の総合保全や地球温暖化対策、廃棄物対策といった各分野の個

別計画等に基づく具体的な施策を展開しています。

目指すべき将来の姿（2030年持続可能な滋賀社会）

自然・気候

まちづくり

産　　業

暮 ら し

・ 第三次滋賀県環境学習推進計画 
［平成28 ～32年度］

・滋賀県産業振興ビジョン［平成27 ～36年度］
・環境こだわり農業推進基本計画 
［平成28 ～ 32年度］

など

・マザーレイク21計画（第2期改定版） 
［平成23 ～32年度］

・生物多様性しが戦略［平成27 ～32年度］
・琵琶湖森林づくり基本計画［平成17 ～32年度］
・滋賀県特定鳥獣保護管理計画

など

・滋賀県低炭素社会づくり推進計画 
［平成23 ～42年度］

・滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン 
［平成25 ～29年度］

・国が設定している環境基準
・第四次滋賀県廃棄物処理計画 
［平成28 ～ 32年度］

など

Ⅰ－1　主体性をもった人育ち・人育てに
より、その先の社会づくりを進めます

Ⅰ－2　環境保全の視点が社会・経済活動
に織り込まれた地域社会づくりを進めます

Ⅱ－2　生きもののにぎわいとつながりの
ある豊かな社会づくりを進めます

Ⅲ－1　低炭素社会・省エネルギー型の社
会への転換を進めます

Ⅲ－2　環境リスクの低減による安全・安
心な社会づくりを進めます

Ⅲ－３　廃棄物の排出抑制や再使用に重点を
おく3R 取組のステップアップを進めます。

Ⅱ－1　活力ある営みの中で、琵琶湖の健
全性を確保し、琵琶湖と人が共生する社会
を次世代に継承します

将来像 基本目標 施策の方向性 関連する分野計画 [ 計画期間 ]

め
ぐ
み
豊
か
な
環
境
と
い
の
ち
へ
の
共
感
を
育
む
社
会

環境の未来を拓く
「人」・「地域」の創造

琵琶湖環境の再生と
継承

低炭素化など環境へ
の負荷が少ない安全
で快適な社会の実現

滋
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の
環
境
政
策
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性
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第四次滋賀県環境総合計画の進行管理
本計画では、「PDCA 型行政運営システム（計画（PLAN）- 実施（DO）- 評価（CHECK）- 反映・見直し（ACTION））」

によって毎年度の進行管理を行い、計画の継続的改善を図っています。
このうち、「評価（CHECK）」の段階では、県が実施する様々な施策の結果として、「環境や社会の状況が本計画に掲

げる基本目標に向かって進んでいるかどうか」、「目標に至るまでにどのような課題があり、対策が必要なのか」とい
う視点で、各基本目標の現状評価と「施策の方向性」の点検（※）を行っています。
（※ 「施策の方向性」の点検結果は、第1章〜第7章の各章にて、〈現況〉〈課題および今後の取組〉として記載しています。）

平成28年度　基本目標の現状評価
■基本目標Ⅰ　環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造

〈現況〉
持続可能な社会を築くためには、環境学習によって県民が高い環境保全意識を養い、主体的に行動を起こして

いくことが必要であるとの認識のもと、県や市町、民間団体等によって、滋賀の豊かな地域資源を活用した環境
学習や環境教育、それらの活動支援が行われています。

このような環境学習の取組は、節電やごみの減量といった環境配慮行動に繋がっていると考えられ、県内での
高いマイバッグ持参率に見られるように、県民や事業者による環境保全の取組が広がりをみせています。

また、「びわ湖環境ビジネスメッセ」の隆盛に見られる環境産業の振興や、環境こだわり農業の取組拡大により、
経済活動における環境負荷の低減も進んでいます。

〈課題〉
県内各地で様々な主体により展開されている多様な環境学習活動を更に進展させ、より多くの人々の学びへと

つなげるためには、環境学習を進めるリーダーの育成や学習プログラムの整理、環境学習の場づくりや機会づく
り等に引き続き取り組む必要があります。

あわせて、県民や事業者に環境に配慮したライフスタイルやビジネススタイルが定着するよう、さらに多くの
人に様々な環境配慮行動への取組を促していくとともに、社会経済活動における環境負荷が低減されるよう、環
境産業や関連技術の振興をより一層図っていくことが必要です。

■基本目標Ⅱ　琵琶湖環境の再生と継承

〈現況〉
琵琶湖や流入河川の水質は改善傾向が見られる一方で、在来魚介類の漁獲量の減少や水草の大量繁茂、外来生

物の侵入・定着といった琵琶湖流域の生態系に関する課題が生じています。また、周辺の自然環境においては、
開発等による生物の生息・生育環境の劣化や消失、ニホンジカやカワウ等の生息数の増加・生息域の拡大による
生態系バランスの崩れや森林の植生被害等が生じています。

加えて、生活様式や社会構造の変化にともない、私たちの暮らしと琵琶湖や里山、森林等、自然との関わりに
希薄化が見られます。

〈課題〉
琵琶湖流域における生態系の課題や生物多様性の衰退、森林の健全性の阻害といった問題に対して、要因が複

雑に絡み合うという課題特性を踏まえ、総合的な視野に基づく取組をより一層進めていくことが必要です。
また、暮らしと自然との関わりが薄れていることにより、里山といった二次的自然の荒廃や私たちの環境保全

意識の希薄化等が生じていることから、暮らしや産業活動における自然とのつながりの再生に引き続き取り組む
必要があります。

■基本目標Ⅲ　低炭素化など環境への負荷が少ない安全で快適な社会の実現

〈現況〉
本県の温室効果ガスの総排出量は、家庭部門や業務部門からの排出量の増加にともない、平成2年度（1990年度）

と比較して増加しています。また、総排出量の約半分を産業部門からの排出が占めています。
環境リスクについては、環境汚染物質の排出源対策等により排出量が抑制されたことなどから、概ね私たちの生活

に支障がない状態で管理がなされていると考えられます。しかしながら、放射性物質や微小粒子状物質が社会的な関
心を集めたこともあり、環境リスクに対する関心や安全・安心な生活環境に対する県民のニーズは高まりつつあります。

廃棄物については、家庭や企業における取組が進んだことなどにより、減量や再生利用が着実に進んでおり、
最終処分量も概ね減少傾向にあります。

〈課題〉
低炭素社会の実現のため、家庭部門や業務部門を中心とした、より一層の温室効果ガスの排出抑制を行うとと

もに、気候変動によって今後起こりうる自然環境や社会経済活動へのリスクに対応するため、「適応策」の取組を
充実させる必要があります。

環境リスクについては、現在の状態を維持するとともにさらなる低減を図っていくことが重要です。また、県
民の環境リスクに対する関心を充足し、安心できる社会づくりを一層進める必要があります。

廃棄物については、さらなる減量と温室効果ガスの削減も含めた環境負荷の低減に向けて発生抑制や再使用に
重点を置いた3R の推進を図るとともに、環境負荷や生活環境への影響等を最小化するため廃棄物の適正処理を
引き続き徹底する必要があります。

滋
賀
県
の
環
境
政
策
の
方
向
性

滋賀の環境2016 3



「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の策定
〈琵琶湖保全再生課〉

平成27年9月28日に、「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が公布・施行されました。この法律は、
国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全・再生を図り、近畿圏における住民の健
康な生活環境の保持と健全な発展に寄与し、湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然
と共生する社会の実現に資することを目的としています。
また、国は、琵琶湖保全再生施策を推進するための基本方針を策定し、必要な財政上の措置等を
講ずることとされており、平成28年4月21日に「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」を定めまし
た。
本県では、県民、NPO、関係団体、事業者等や関係地方公共団体と意見交換を行い、県議会や環
境審議会琵琶湖総合保全部会での議論も踏まえて、国と協議するとともに国の基本方針を勘案して
「琵琶湖保全再生施策に関する計画（琵琶湖保全再生計画）」を策定していきます。
今後は、国や関係機関をはじめ県民、NPO、事業者など多様な方々と連携し、全国の湖沼の保全・
再生の先駆けとなるよう琵琶湖の保全再生に向けた取組をより一層推進していきます。

「
琵
琶
湖
保
全
再
生
施
策
に
関
す
る
計
画
」
の
策
定
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琵琶湖の保全および再生のための滋賀県の主な取組
琵琶湖の基礎的調査 下水道の整備 森林の公益的機能の発揮

（間伐、里山整備、治山事業　等）
第9条　調査研究等 第10条 水質の汚濁の防止のための措置等 第11条 森林の整備及び保全等

琵琶湖環境科学研究センター 湖南中部浄化センター 水源林の再生

ヨシ群落の保全 内湖の再生 外来魚の駆除
( ブラックバス、ブルーギル )

第12条 湖辺の自然環境の保全及び再生 第12条 湖辺の自然環境の保全及び再生 第13条 外来動植物による被害の防止

ボランティアによるヨシ植栽 早崎内湖 外来魚回収ボックス

侵略的外来水生植物の駆除
（オオバナミズキンバイ） カワウの捕獲 水草の表層刈り取り・根こそぎ除去

第13条 外来動植物による被害の防止 第14条 カワウによる被害の防止等 第15条 水草の除去等

機械・人力による駆除作業 カワウ 水草除去船「げんごろう」

水産資源の回復・漁業の振興
（在来魚介類の種苗放流等） 豊かな生きものを育む水田の整備 自然環境・生活文化を

体感する場の提供
第16条 水産資源の適切な保存及び管理等 第17条 環境に配慮した農業の普及 第18条 エコツーリズムの推進等

ビワマス 魚道を遡上するコイ びわ湖一周ロングライド

湖上交通の活性化 湖国の風景・歴史的環境の保全 環境教育・環境学習の推進

第19条 湖上交通の活性化 第20条 景観の整備及び保全 第21条 教育の充実等

びわ湖クルーズ 重要文化的景観 学習船「うみのこ」

びわ湖フローティングスクール



「つながり」を重視した環境学習を推進します。

第1部　環境施策の展開

〈現況〉
環境に関する様々な課題を解決し、持続可能な社会

を実現するには、それらの課題と自分たちの暮らしと
の繋がりを理解し、県民一人ひとりが主体的に行動を
起こすことが欠かせません。1970年代後半に、琵
琶湖に淡水赤潮が発生したことをきっかけに広がった

「せっけん運動」は、県民の行動が社会を動かし、環境
保全へとつながった先駆的な事例です。

その歴史を持つ本県では、毎年7月1日の「びわ湖の
日」に併せて実施される一斉清掃に10万人を超える県
民に参加いただくなど、現在も主体的に環境を守ろう
とする県民の意識が高い県であると言えます。

持続可能な社会を築くためには、このような高い環
境保全意識をより多くの県民に広げ、そして次世代の
県民へと受け継いでいくことが必要であり、そのため
に大きな役割を果たすのが、「環境学習」です。本県で
は、ESD（※）の視点を取り入れ、様々な環境課題に
対し、気づき、学び、考え、行動することができる人
を育てるとともに、その人たちが課題解決に向け主体
的に行動を起こし、それにより持続可能な社会づくり
が進むことを目指した環境学習に取り組んでいます。

環境学習や環境教育の推進に向けては、平成16年
（2004年）3月に全国初の環境学習に関する条例であ
る「滋賀県環境学習の推進に関する条例」が制定され、
これに基づき各主体が必要な役割を担い、様々な取組
を実施しています。

県内では、県や市町の主導による事業のほか、
NPO や企業などの民間団体、環境学習施設等により、
様々な環境学習の場づくりやイベントが実施されてい
ます（図表1）。

図表1　環境学習関連イベントの主体別実施件数
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また、学校教育の分野においても、県内全ての小学
校5年生が学習船「うみのこ」で湖上体験学習を実践す
る「びわ湖フローティングスクール」事業や、小学校4
年生を対象とした森林環境学習「やまのこ」、農業への
関心を高め、食料や生き物の大切さを学ぶ農業体験学
習「たんぼのこ」など、滋賀の豊かな地域資源を活用し
た、特色ある体験型の学習活動が展開されています。

一方で、県は本条例において環境学習を推進するた
めの拠点としての機能を担う体制を整備する役割を
担っています。現在は琵琶湖博物館の「環境学習セン
ター」がこの拠点機能を担い、3名の環境学習推進員
が県内各地の団体や企業を訪問しながら情報を収集す
るとともに、環境学習に関する活動団体や講師の紹
介、研修場所や企画内容等の情報提供や相談対応（図
表2）、ホームページやメールマガジンを活用した環
境学習情報の発信などを行っています。

図表2　環境学習センターへの相談件数
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〈課題および今後の取組〉
県内各地で様々な主体により展開されている多様な

環境学習活動を更に進展させ、より多くの人々の学び
へとつなげるには、環境学習を進めるリーダーの育成
や学習プログラムの整理、環境学習の場づくりや機会
づくり等に、継続して取り組む必要があります。

県が平成28年3月に策定した「第三次滋賀県環境学
習推進計画」では、環境学習によって気づきや学びを
得た個人が主体的な行動を起こすとともに、行動を始
めた人たちがつながって社会の課題を解決してくこと
で、持続可能な社会づくりが進展すること、いわば「人
育て」と「社会づくり」の双方が、かみ合った歯車のよ
うに連動して進むことを、環境学習の推進にあたって
の基本的な考え方としています（図表3）。また、環境
学習に関わる多様な主体や異なる世代、上流と下流、
分野の異なる様々な環境課題など、差異のあるものの
間に「つながり」を生むことを重視しながら、環境学習
の推進に努めることとしています。

図表3　人育てと社会づくりがかみ合って進む「ギアモデル」

※ 「持続可能な開発のための教育」と訳され、「全ての人々が持続可能な社会の実現に必要な知識や価値観、行動力等を身につけること
ができる教育・学習」を意味します。ESD によって、環境問題・貧困・紛争といった現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、
各自が身近なところから解決に取り組むことによって新たな価値観や行動が生まれ、持続可能な社会の構築に繋がることを目指し
ています。

第1章　主体性を持った人育ち・人育てにより、その先の社会づくりへ
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■環境学習を担う人育てや場づくりの推進
（人材育成および活用、学習プログラムの整備�
および活用、場や機会づくり）
環境学習を進めるには、活動を先導し、知識を伝え

るリーダーや指導者の存在が不可欠です。そのため、
リーダーの育成と活躍の場づくりを行うとともに、環
境学習に関わる人や企業、専門的なスキルを活かして
講師等を頂ける人等の情報について、琵琶湖博物館環
境学習センターにおいて収集を進めます。

また、様々な感性が養われる幼児期や就学期の環境
学習を促進するため、これを担う保育士や幼稚園教諭
に対する学習会の開催や（図表4）、自然環境に関する
専門的な知識を有した学芸員等を活用しての学校教員
に対する研修の充実、教員研修において地域と連携し
て取り組まれている環境教育の事例紹介を盛り込むな
ど、「人育て」を担う指導者の育成や研修にも取り組み
ます。 

図表4　「幼児自然体験型環境学習」指導者育成学習会の 
参加者数（累計）
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また、誰もが気軽に環境学習に取り組み、学びを深
めることができるよう、環境学習プログラムの充実や、
身近なところで環境について学ぶことができる場づく
り、機会づくりが必要です。

そのため、自然環境やごみ問題といった直接的に環
境に関わるテーマはもちろんのこと、農業や水産業、
歴史や文化など、環境に副次的に関係するテーマの学
習についても、個人の学習度合いや年齢に応じた段階
的なプログラムの収集や整備を図ります。

体験の場や機会づくりとしては、農業や水産業と
いった環境と関わりの深い分野をはじめ、「生きる力」
を養うために自然の魅力と同時にその怖さ、厳しさを
学ぶ防災・減災についての学習機会を提供するなど、
多様な分野において取組の充実を図ります。さらに近
年では、環境配慮製品を製造する工場の見学や楽しみ
ながら環境についての知識を高めるエコツーリズムな
ど、様々な形で学びの機会が提供されていることから、
これら情報を整理・発信していくとともに、さらなる
学びの場や機会の充実を図ります。その他、「うみの
こ」乗船経験のない県外出身者も多く在籍する県内大
学の学生や、諸外国からの留学生などに向けても、滋
賀の環境について学ぶことのできる機会の拡充に努め
ます。

■�情報提供やつながりづくりによる環境学習のサ
ポート（情報の提供、連携・協力のしくみづくり、
取組への機運を高める普及啓発）
環境学習を実践するにあたり、地域の指導者の情報

や関連イベントの開催予定などの必要な情報が、手軽
に入手できることはとても重要です。

現在、琵琶湖博物館環境学習センターでは、これら
の情報について収集を行い、一元的に整理し、分かり
やすく手に入れやすい形で県民等に活用されるよう発
信を行っています。特にインターネットホームページ

「エコロしーが」では、環境学習センターが収集した学
習事例や人材、施設、フィールド、教材などの情報を
参照することが可能となっており、多くの県民等に利
用いただいています（図表5）。また、3名の環境学習
推進員が県内各地の環境学習の現場等を訪問し、市民
団体や企業等とのネットワークを築きながら、情報収
集・発信を進めています。

図表5　「エコロしーが」のアクセス数の推移
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また、環境に関わる様々な主体が連携を深めること
は、環境学習の機会を充実させ、取組の幅を広げるこ
とにつながります。

学校教育においては、「しが学校支援センター」が地
域や企業、団体、NPO などが持つ豊富な知識や経験、
思いなどを、学校教育活動へと取り入れる仲介を行い、
連携授業を進めています。また、県が支援を行ってい
る「エコ・スクール」活動では、将来の社会づくりの主
役である児童・生徒が主体となって、学校や地域の人々
と連携をしながら環境学習活動を展開されています。
学校などの教育現場における環境学習・環境教育の充
実に向けては、地域の人たちの知恵や経験、様々な活
動などを、「生きた教材」とした学びを推進しています。

このような県内の多種多様な活動主体の連携がより
一層促進されるよう、交流会や活動報告会といった、
互いに学び合い、たたえ合いながら、相互に助け合い、
高め合うことができるしくみづくりを進めます。
　また、環境学習の普及に向けた機運の醸成に関して
は、特に琵琶湖への思いを広く共有するため、環境基
本条例が定める7月1日の「びわ湖の日」の発信を行っ
ています。県民に対してはもちろん、琵琶湖の水の恩
恵を受ける下流域の住民等に対しても、琵琶湖の保全
への理解、協力を促していくため、県内外でのイベン
ト展開や、下流域の学校における出張出前事業の実施、
琵琶湖一斉清掃活動への参加呼びかけなどにより、県
内に留まらず、琵琶湖・淀川流域全体で、琵琶湖を守
ろうという機運を高めています。

併せて、首都圏での情報発信等により、平成27年
9月に施行された「琵琶湖の保全及び再生に関する法
律」により「国民的資産」とされた琵琶湖の、価値と魅
力の発信に努めます。
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環境学習推進計画と環境学習センター

滋賀県環境学習推進計画 〈琵琶湖保全再生課〉

「滋賀県環境学習の推進に関する条例」第6条の規定に
基づき、環境学習に関わる多様な主体で構成する「滋賀
県環境学習等推進協議会」で議論をいただきながら、環
境学習の推進にあたっての長期的な方向や施策の方向性
等を整理した「第三次滋賀県環境学習推進計画」を、平成
28年（2016年）3月に策定しました。

この計画に基づき、「『いのち』に共感して自ら行動で
きる人育てによる、持続可能な社会づくり」を基本目標
として、「ESD（持続可能な開発のための教育）」の視点
を取り入れながら、様々なつながりを重視した、環境学
習に関連する各種の事業を推進しています。

琵琶湖博物館環境学習センター
 〈琵琶湖博物館〉

環境学習センターでは、学校や市町、企業や自治会な
どから相談を受け、環境学習・活動に関する活動団体や
講師の紹介、研修場所や企画内容等について情報提供し
たり、ホームページやメールマガジンなどにより発信を
行い、環境学習の場づくりを応援しています。

平成27年度は、地域の環境講座、学校での環境を
テ ー マ と し た
授 業、 職 場 で
の 研 修 会 等 の
企 画 づ く り な
ど、209 件の
環 境 学 習 に 関
す る 相 談 を 受
け、 サ ポ ー ト
を行いました。    

幼児や児童生徒等への取組

　 滋賀県では、様々な年齢層に対して環境学習の取組
を実施しており、特に幼児や学校生徒へは、その年齢や
学習内容に応じた取組を実施しているところです。

ウッドスタート支援事業  〈森林政策課〉

森林に対する親しみや木の文化への理解を深めるため
に、年齢や知識に合わせて子どもから大人までの幅広い
世代にわたり、段階的に実施していく教育活動の一環と
して「木育」があります。
「ウッドスタート」は、木育の第一歩目として、新生児

や保育所等の幼児に木製の食器や玩具を贈呈し、子ども
たちが木製品に触れることにより、木の良さやぬくもり
を感じとってもらう取組であり、この体験をもとに、将
来の森林づくりや木材利用につなげていただくことを目
的としています。

平成28年度は、2つの市町の県産木材を利用したウッ
ドスタートの取組に対して、支援を行っています。

木製玩具（長浜市）お食い初めセット（多賀町）

幼児自然体験型環境学習 〈琵琶湖保全再生課〉

環境学習の推進に
は、幼少期における
自然での原体験が重
要であることから、
本県の持つ歴史や自
然を活かしたプログ
ラムによる、幼児の
自然体験型環境学習
を推進しています。

平成23年度に発行し
たプログラム集「新・うぉーたんの自然体験プログラム」
を基礎に、県内の幼稚園・保育所等で指導者を対象に実
践型の学習会を開催し、子どもたちに自然に触れる機会
を提供するための指導力向上を図っています。平成27
年度は、27園から学習会に参加をいただきました。

森林環境学習「やまのこ」 〈森林政策課〉

平成19年度から、
小学4年生を対象に、
学校教育の一環とし
て、県内の森林環境
学習施設（8施設）で、
体験型の環境学習を
実施しています。

次代を担う子ども
たちが、森林をはじ
め、環境に対する理
解を深めるとともに、人と豊かに関わる力を育めるよう、
やまのこ専任指導員と学校が連携し、「森に親しむ学習」、

「森づくり体験学習」、「森の恵み利用学習」、「森のレク
チャー」などの学習プログラムを展開しています。

県土の2分の1を占める森林が、琵琶湖の水源として
重要な役割を果たしていることに気づき、5年生の琵琶
湖フローティングスクール「うみのこ」の学習につなげて
いくこともねらいの一つにしています。

平成27年度は、県内ほぼ全ての小学校234校が「や
まのこ」事業に参加しました。

学習会の様子
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びわ湖フローティングスクール
　「うみのこ」 〈教育委員会びわ湖フローティングスクール〉

びわ湖フローティ
ングスクールは、学
校教育の一環として、
県内すべての小学校
および特別支援学校、
外 国 人 学 校 の5年 生
を対象に、母なる湖・
琵琶湖を舞台にして、
学習船「うみのこ」を
活用した1泊2日の宿泊体験学習を展開してきました。
昭和58年（1983年）の就航以来34年目を迎え、乗船し
た児童も52万人を超えています。

当スクールでは、人と自然へのやさしさをもつ人間形
成を行うことを目的としています。そして、体験的な活
動を通して、環境に主体的にかかわる力や人と豊かにか
かわる力の育成を図っています。
「琵琶湖に学ぶ　琵琶湖を通して学ぶ」をテーマとした

「びわ湖環境学習」では、「カッター活動」や『「湖
うみ

の子」水
調べ』など当スクールならではの体験プログラムを実施
しています。また、近隣府県の小学生にも乗船してもら
い、県内の児童と交流しながら「びわ湖や身近な環境の
大切さ」を学んでいます。

農業体験学習「たんぼのこ」
 〈食のブランド推進課〉

子どもたちが農業
への関心を高め理解
を深めるとともに、生
命や食べ物の大切さ
を学べるよう、自ら

「育て」「収穫し」「食
べる」という一貫した
農業体験学習への支
援を平成14年度より
開始し、平成27年度は203の小学校で取り組まれまし
た。

また、農作業体験に加え、作物の生育観察、水田など
に生息する動植物の観察といった環境学習への取組、地
域伝統料理の学習や地元食材を利用した調理体験学習な
ど地産地消への取組を「ステップアップ事業」として実施
しています。

環境美化の日における活動
 〈教育委員会幼小中教育課・高校教育課〉

5月30日、7月1日、12月1日を「環境美化の日」とし、
環境美化、環境保全に向けた具体的な行動として、公立
学校において環境美化活動や啓発活動を実施していま
す。

琵琶湖環状線小学生体験学習プログラム
　支援事業 〈交通戦略課〉

小学生の琵琶湖環状線を利用した琵琶湖一周体験学習
などにかかる鉄道運賃の一部を補助することにより、環
境にやさしい公共交通である鉄道に親しむ機会の提供を
図っています。

平成23年度からは「じゃ口の向こうは琵琶湖」を

キャッチフレーズにして、県内に加え京都府・大阪府の
小学校にも対象を拡大して実施しています。

ウッド・ジョブ体感事業 〈森林政策課〉

森林づくりや木材利用に主体的に関わり、自然環境や
生活環境について自ら考え行動できる人材を育成するた
め、平成27年度から中学生に対して林業に関する職場
体験の場を提供する「ウッド・ジョブ体感事業」をモデル
的に実施しています。

平成27年度は、県内4か所の中学校を対象に、林業
現場での伐採・搬出作業体験や製材・加工施設の見学な
どを実施しました。

この事業を通じて、林業や製材業に対する理解を深め、
将来、森林・林業に携わる人材が増えることが期待され
ます。

こどもエコクラブ 〈琵琶湖博物館〉

幼児から高校生の子どもたちが仲間を集めてクラブを
つくり、自然や生きものの観察や環境保全活動などに取
り組むもので、全国で取り組まれているクラブ活動です。

平成27年度は活動交流会の開催などを通じて、こど
もエコクラブ活動を応援しました。県内で128クラブ、
5,738人の会員・サポーターが活動しました。

ラムサールびわっこ大使 〈自然環境保全課〉

次代の環境保全活動を担う小学生を「びわっこ大使」と
して募集し、琵琶湖について学習することや環境に関す
る交流の場などで発表する機会を提供しています。平成
27年度は事前学習会を踏まえて、タイ国・チェンマイ
へ派遣し地元の小学生と交流・学習を行いました。

低炭素社会づくり学習支援事業
  〈温暖化対策課〉

地球温暖化問題や
低炭素社会づくりの
必要性を一人ひとり
が理解し、身近な問
題として捉え、自発
的な取組として拡が
ることを目的に、平
成22年度より県内各
地で低炭素社会づく
り出前講座を実施しています。

講座には県が委嘱した地球温暖化防止活動推進員が講
師として出向き、知識と経験を最大限に活かし「琵琶湖
への温暖化の影響」や「エネルギーの大切さ」、「家庭にお
ける省エネ取組」など受講者のニーズに合った教材によ
り講座を実施しています。

平成27年度は122講座を実施し、3,506名の方に受
講していただきました。

小学生向け補助教材DVDの作成・配布
 〈食のブランド推進課〉

子どもたちが、琵琶湖と共存する本県農業や地産地消
について学び、理解を深められるよう、地域の生産者の
思いや農業の取組を授業で紹介できる DVD を作成し、
県内全小学校ならびに関係機関に配布しています。

この DVD の利用を促進し、次代を担う子どもたちが、
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将来にわたり、環境にこだわった本県農業を理解し支え
る人として育つ礎

いしずえ

として役立てていきます。

エコ・スクール支援事業 〈琵琶湖保全再生課〉

エコ・スクール活動とは、将来の社会づくりの主役で
ある児童・生徒が、主体的に環境学習・保全活動に取り
組む力を身につけることを目的として、学校全体で地域
の人と連携しながら環境学習をする活動のことです。

エコ・スクールの登録をし、計画に基づく活動を実践
した学校を、知事が認定し、他校との交流や環境学習の
さらなる推進を目的に発表会で活動報告をしていただい
ています。

平成27年度は、15校がエコ・スクールに認定されま
した。

エコ・スクール活動の流れ

環境教育モデル校
 〈教育委員会幼小中教育課・高校教育課〉

環境教育モデル校を設置し、その研究成果を環境教育
実践事例集として本県のホームページに掲載することに
より、各学校における環境教育の質的な充実を図ってい
ます。平成27年度は、16校が参加しました。

環境教育副読本の活用
 〈教育委員会幼小中教育課・高校教育課〉

環境教育副読本を作成して、学校での環境教育に活用
しています。

あおいびわ湖
（小学校編）

あおい琵琶湖
（中学校編）

琵琶湖と自然
（高等学校編）

六
訂
版 

あおい琵琶湖（中学校編） 

六訂版 

編　　集　　　滋賀県教育委員会 
発　　行　　　滋　　 賀　 　県 
印　　刷　　　㈱シバタプロセス印刷 

昭和56年 3月 
昭和61年 3月 
平成  3年 3月 
平成  8年 3月 
平成16年 3月 
平成23年 3月 

初　版発行 
改訂版発行 
三訂版発行 
四訂版発行 
五訂版発行 
六訂版発行 
 

本書の無断複写・複製・転写を禁じます 

環境学習の場や機会づくり

琵琶湖博物館 〈琵琶湖博物館〉

琵琶湖博物館は、「湖と人間」との関係を過去にさかの
ぼって研究・調査し、資料を収集・整理し、その成果を
もとに、展示や交流活動を行いながら、県民とともに今
後の望ましいあり方を探るための施設です。

館内には、琵琶湖の生い立ちや湖と人の歴史の展示、
湖のいまと私たちの暮らしとつながる自然を紹介した展
示、琵琶湖の生き物とその漁法や料理のほか、世界の古
代湖の固有の生き物や小さな生き物にであえるマイクロ
アクアリウムがある水族展示、そして、子どもから大人
までが五感を使って楽しく学べるディスカバリールーム
などがあります。このような常設展示のほか、毎年様々
なテーマで企画展示を開催しています。平成27年度は
400万年の琵琶湖の生い立ちにまつわる最新情報や謎
を紹介しながら、琵琶湖の不思議さや面白さなど琵琶湖
の価値の再発見できる『琵琶湖誕生—地層にねむる7つ
の謎』（7月18日〜11月23日）を開催し、73,956人
の観覧者がありました。平成28年度は開館20周年を
記念して、これまで博物館の研究活動で発見したことや
フィールドレポーターやはしかけさんなど地域の人々に
よる調査研究の成果を展示する『琵琶博カルター見る知
る楽しむ新発見』を（9月17日〜2017年1月31日）開
催しました。
滋賀県立琵琶湖博物館
住所 : 草津市下物町1091
電話 :077-568-4811

フィールドレポーター
　（市民参加型調査活動） 〈琵琶湖博物館〉

「フィールドレポーター」とは、地域の方が滋賀県内の
自然やくらしについて身の回りで調査を行い、その結果
を博物館に報告していただく「地域学芸員」のようなもの
です。博物館がテーマを設定した調査と、自らテーマを
設定しての自由調査を行っています。誰でもなることが
できます。任期は1年で、更新手続きをすれば何年でも
引き続き活動できます。

環境学習活動者交流会 〈琵琶湖博物館〉

環境活動の活動者・指導者のネットワーク強化を促進
するため、情報交換や交流の場を設けています。

平成27年度は、『ふなずし学習』をテーマとして開催
しました。

大学生への琵琶湖体験の機会提供
  〈琵琶湖保全再生課〉

本県には様々な専門分野を持つ多くの大学が立地し、
現在13の大学・短期大学で約3万8000人の学生が学
んでいます。本県のキャンパスで学ぶ学生の中には、
他府県からの出身者も多く、更には世界各国からも、
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1,000名以上の留学生が来県をされています。これら
の皆さんを主な対象に、縁あって学生時代を過ごすことに
なった滋賀の自然についての知見を深めていただくととも
に、琵琶湖の全国への発信につながるよう、琵琶湖をはじ
めとする滋賀の自然や、湖と共生する滋賀の暮らしについ
て体験し、学んでいただく機会を提供しています。

生物多様性に関する自然観察会や
　学習会の開催 〈自然環境保全課〉

生物多様性の保全
に関する意識の高揚
や普及啓発を図るた
め、自然公園や身近
な環境の中で、指導
員のもと、自然観察
会などを実施してい
ます。
いきものふれあい室
住所 : 高島市今津町今津1758
電話 :0740-33-7990

琵琶湖一周ウォーキング推進事業
    〈交通戦略課〉

滋賀県ウォーキン
グ協会と連携して、琵
琶湖の周り約250km
を13回に分けて歩い
て一周する「琵琶湖一
周健康ウォーキング」
を開催しています。
琵琶湖のまわりをぐ
るっとめぐる公共交
通機関を活用し、環
境に優しく健康づくりにも役立つ最も滋賀らしい観光ス
タイルとして、全国からのウォーキング来訪者に琵琶湖
の豊かな自然環境や地域の生活文化の体感と学びの機会
を提供し、滋賀の魅力を発信していきます。
◆平成27年度　開催実績 : 全13回 延べ参加者2,707名

ビワイチ観光ウオーキング認定事業
      〈観光交流局〉

琵琶湖を歩いて一周した方を「ビワイチ観光ウオー
カー」として認定する制度。平成21年のスタート後、ウ
オーキングの楽しみプラス達成感でウオーキング来客の
増加を図ります。
◆平成28年3月までの認定登録実績 :1,430名

環境学習を担う人材の育成と活用

環境教育研究協議会
   〈教育委員会幼小中教育課・高校教育課〉

各学校における環境教育の推進および充実を図るた
め、教員の指導力の向上を目指して、小・中・高等学校・
特別支援学校教員を対象にした環境教育研究協議会を開
催しています。

淡海生涯カレッジ開設事業
 〈教育委員会生涯学習課〉

環境問題をはじめとする地域の課題に対して、自ら主
体的に学び、活動しようとする人材を育成するため、地
域の教育機関の連携・協働のもと、公民館などでの日常
的な学習により問題意識を高め、高校などでの実験・実
習による体験的な学習を経て、大学などでの理論的な学
習まで深めることのできる体系的な学習プログラムを

「淡海生涯カレッジ」として提供しています。平成27年
度は、大津、草津、甲賀、彦根、長浜の5校において、
環境や健康などをテーマに150名の県民の方々が受講
されました。修了生の多くの方々が、学習成果を生かし
て地域で環境学習などの指導者やリーダーとして活躍さ
れています。

甲賀校

伝統野菜を用いた調理実習

パナソニックのエコハウス見学

国の重要文化的景観・菅浦の見学

アオバナ摘み体験

「地域の力を学校へ」推進事業
  〈教育委員会生涯学習課〉

「しが学校支援センター」では、地域の人々や企業・団
体・NPO 等の方がそれぞれ持つ豊富な知識や経験・思い・

琵琶湖からの爽やかな
風を受けて歩くひととき

企業・団体などによる　
学校支援・メニューのブース出展

連携授業の様子（漁師と一緒に琵琶湖
の恵みを食べようプロジェクト）
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アイデアを学校教育活動に取り入れるとともに、学校を
支援する仕組みづくりを進めています。
「子どもたちの学びを深めたい」、「こんな授業をして

みたい」という地域の人々や企業などの思いと、学校側
の「総合的な学習の時間などで、環境教育や国際理解教
育に取り組んでみたい」、「地球温暖化の仕組みを詳しく
知りたい」などの要望を調整し、連携授業を行えるよう
に支援しています。

近江環人地域再生学座  〈滋賀県立大学〉

大学院研究科の学生および社会人を対象に、湖国近江
の風土、歴史、文化を継承し、自然と共生した美しい居
住環境、循環型地域社会の形成に向けて、地域診断から
まちづくり（コミュニティ活性化、環境改善、市街地再生、
地域文化育成など）までの課題を横断的、統合的に捉え、
行政、企業、NPO などそれぞれの立場で地域再生のリー
ダーとなる人材を育成しています。所定のカリキュラム
を修了し、検定試験に合格された履修者に対しては「コ
ミュニティ・アーキテクト（近江環人）」の称号を付与す
ることとし、これまで計103名の方々に称号を授与し
ています。

地域共生センター

「近江環人地域再生学座」
コミュニティ・アーキテクト
「近江環人地域再生学座」
コミュニティ・アーキテクト

地域再生

人材育成

行　政

企　業
地域・NPO
など

環境学習情報ウェブサイト
　「エコロしーが」 〈琵琶湖博物館〉

環境学習を担う人たちを対象に、環境学習の企画やプ
ログラムづくりに必要な学習事例・人材・施設（フィー
ルド）・教材・環境関連データなどの情報を一元的に発
信しています。

また、施設・市民団体、行政などが主催する環境学習
関連イベントの情報を収集し、メールマガジン「そよか
ぜ」として毎月2回発行しています。
WEB　http://www.ecoloshiga.jp/

滋賀県学習情報提供システム
　「におねっと」 〈教育委員会生涯学習課〉

「におねっと」は、企業・NPO・学校等が主体的に実
施する環境講座等多様な学習情報を一元化し、県民の主
体的な生涯学習を推進しています。企業や団体等が行う

「地域で学ぼう出前講座」、「学校支援メニュー」は、環境
学習をはじめ様々な学習機会を身近な地域や学校に提供
しています。

また「におねっと」では、環境学習等様々な学習機会で

活用できる視聴覚教材（DVD やビデオ）の貸出しをして
おります。平成27年度は約370万件のアクセスがあり、
滋賀県内の学習情報提供システムとして、広く県民に親
しまれています。
WEB http://www.nionet.jp/

琵琶湖博物館
第1期リニューアルオープン !!

〈琵琶湖博物館〉

琵琶湖博物館では、平成27年度に着手した第1期
分の C 展示室と水族展示のリニューアル工事を終え、
7月14日にオープンしました。

今回のリニューアルでは、最新の研究成果を盛り
込み、体感型・参加型の展示を充実させ、実物資料
や交流の場を増加するなど、子どもから大人までが
楽しめる発信力の高い展示としています。

C 展示室では、「琵琶湖と人々の暮らし」をテーマ
とし、琵琶湖から上流部の森林までさかのぼり、琵
琶湖とその流域の多様な生き物や固有種を紹介して
います。

その内容として、「ヨ
シ原に入ってみよう」
のコーナーでは、ヨシ
のトンネルやヨシの匂
い展示を設け、「田ん
ぼへ」のコーナーでは、
田んぼの生き物の状態
を20倍スケールで展示し、その中の世界を臨場感あ
ふれるジオラマで紹介するほか、カヤネズミやハッ
タミミズなどの生体展示も取り入れています。また、

「生き物コレクション」のコーナーでは、これまで収
集してきたはく製などの資料を圧倒的な質・量・美
しさで展示し、固有種および琵琶湖地域の生物多様
性を感じられる空間を演出しています。

水族展示については、琵琶湖に生息する様々な生
き物を展示し、その多様性を伝えるとともに、琵琶
湖の価値を発信しています。

その内容として、川魚屋を再現したコーナーでは、
湖魚料理を紹介し、その代表とも言える‘ふなずし’
の匂いが体験でき、水槽にヤナを再現したコーナー
では、季節による魚の動きと、それを利用して漁を
する人との関わりを伝えています。また、「古代湖の
世界」のコーナーでは、バイカル湖の固有種で、大き
な目が可愛いバイカルアザラシの展示を行うととも
に、「マイクロアクアリウム」のコーナーでは、プラ
ンクトンなどの微小な生き物の生態をライブによる
大映像で紹介しています。

今後、平成32年度まで第2期、第3期とリニュー
アルは続きますが、ひ
とまず新しくなった琵
琶湖博物館を是非のぞ
きにきてください。お
待ちしています。

C 展示室 :「ヨシ原に入ってみよう」

水族展示 :「バイカルアザラシ」
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